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生命保険料控除
が改組されました 

ページ
１  

特定最低賃金が
改正されました 

〃 

事業機会を 

作りだす要素 
ページ   
  2 

著作権法の改正 〃 

変化への対応 

商工会が目指す 

三つのアクション 

目 次 

 

 平成２４年１月以降に加入した生命保険（以下、新契約という。）について控

除の区分を従来の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の２つの区分

から、新たに「介護医療保険料控除」を加えた３つの区分に変更されます。 

(各保険控除額の合計適用限度額１２万円） 

平成２４年1月1日以降に締結した保険料控除額 

支払った保険料等の金額 控除額 

20,000円以下 支払った保険料等の全額 

20,001円から40,000円まで 支払った保険料合計額×1/2+10,000円 

40,001円から80,000円まで 支払った保険料合計額×1/4+20,000円 

80,001円以上 一律に40,000円 

はん用機械器具、生産用機械器具 

業務用機械器具製造業 
 時間額 ８０３円 

（平成24年１２月２７日発効） 

電機関係製造業 

電子部品・デバイス・電子回路、発電用・

送電用・配電用、電気機械器具、産業用電

気機械器具、民生用電気機械器具 製造業 

 時間額 ８０２円 
（平成24年１２月２７日発効） 

自動車小売業 
時間額 ８０４円 

（平成24年１２月２７日発効） 

木材・木製品、家具・装備品製造業 

（製材熟練等） 

時間額   ８１６円 

日 額  ６,５２７円 
（平成元年１月２５日発効） 

奈良県最低賃金 時間額６９９円 

（平成２４年１０月６日発効） 
 

お問合せ先：奈良労働局賃金室  電話 0742-32-0206 


